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令和７年１０月（第９回）役員会議事要旨 

 

日 時 令和７年１０月３０日（木）１３：３０～１４：２３ 

場 所 ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を利用 

出席者 ８／８ 

那須学長、三村理事、菅理事、前田理事、小代理事、阿部理事、佐藤理事、藤原理事 

陪席者 松本監事、小原監事、佐藤（吾）副理事、 

鈴木懲戒等審査委員会委員長・教員懲戒等審査委員会委員長 

 

○ 議 事 

１ 審議事項 

（１）職員の処分について（陪席制限） 

学長から、事務職員の懲戒処分に係る概要について説明の後、学長の指名により、

鈴木懲戒等審査委員会委員長から、資料（画面共有）に基づき、経緯等に係る詳細に

ついて説明があった。懲戒処分の量定について審議の結果、停職１４日とすることを

承認するとともに、被処分者への通知等今後の対応については、原案のとおり進める

ことが承認された。 

 

（２）元教員の懲戒処分相当について（陪席制限） 

学長から、元教員（２名）の懲戒処分相当に係る概要について説明の後、学長の指

名により、鈴木教員懲戒等審査委員会委員長から、資料（画面共有）に基づき、経緯

等に係る詳細について説明があった。懲戒処分相当の量定について審議の結果、それ

ぞれ戒告とすることを承認するとともに、被処分者相当となる元教員（２名）への通

知等今後の対応については、原案のとおり進めることが承認された。 

 

（３）国立大学法人岡山大学研究大学宣言の制定について（案） 

三村理事から、資料１に基づき、本学における「研究大学」の定義を明確化すると

ともに、本学の理念、目的、目標、長期ビション等の「支柱」の一つとすることを目

的とした岡山大学研究大学宣言の制定について提案があり、岡山大学長期ビジョン 

2050 の下、研究の強化、高度な教育・人材育成、先進的医療・ヘルスケア、社会変革

の実現を成し遂げることを目指し、また、教学、人材、組織・制度等のすべての活動

を研究力・イノベーション創出へ繋げることをもって、本学の定義する「研究大学」

として宣言するものである旨の説明があった。 

以上を踏まえて審議の結果、原案のとおり承認された。 

なお、本件は、１１月定例記者会見において学長から発表の上、学内外への浸透を

図ることとした。 

 

（４）令和７年度における「国立大学法人ガバナンス・コード」の適合状況等について 

三村理事から、資料２に基づき、令和７年度における「国立大学法人ガバナンス・

コード」の適合状況等について報告書（案）を作成し、学内関係者及び経営協議会委

員並びに監事のそれぞれに意見照会を行った結果、いずれからも特に意見はなかった

こと、また、役員会で承認の上は、公表期限の１０月３１日までに国立大学協会所定
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の報告書様式により本学ホームページにおいて公表し、その旨を同協会あてに報告す

るものであることについて、説明があった。 

続いて、三村理事の指名により、佐藤（吾）副理事から、各原則及び補充原則の適

合状況を確認した結果、すべての項目について適合（コンプライ）であったこと、報

告書（案）における前年度からの主要な変更点等についての説明があり、審議の結果、

原案のとおり承認された。 

 

２ その他 

（１）次回開催日について 

次回は、令和７年１１月２７日（木）１３時３０分から開催することとした。 

 

以 上  


